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海賊対処法に基づく護衛対象船舶について 
（７／２８～９／３０までの護衛活動の実績） 

 
 

平成２１年７月２４日、「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(以下、「海

賊対処法」という。)」が施行され、７月２８日から海賊対処法に基づく海賊対処行動による

護衛活動がアデン湾において開始されております。海賊対処法により、船舶の国籍を問わず

護衛を行うことが可能となったことから、国土交通省海事局が外国の船舶を含めて一元的に

申請を受け付け、日本関係船舶等を確実に護衛対象船舶に選定するとともに、国際貢献の観

点から日本に関連のない外国の船舶を護衛対象に選定する役割を果たしております。 
海賊対処法に基づく護衛活動は７月２８日から開始され、約２ヶ月が経過したことから、

９月３０日までの約２ヶ月間の実績を以下のとおり、とりまとめました。 

 
１ 事前登録の状況（平成２１年９月３０日現在） 

（１） 登録事業者数  

１９５社（うち外国船社は１２１社【２４カ国】） 

（２） 登録船舶数 

 ３，６４１隻（うち外国船社は１，１６１隻） ※重複を除く。 

 
２ 護衛対象船舶の状況 
（１） 集計期間（護衛回数） 

    平成２１年７月２８日から平成２１年９月３０日まで ※護衛中の活動は除く。 
   （海賊対処法による護衛活動第 1 回から第２３回までの計２３回） 



 
（２） 護衛対象船舶数   

合計 １５０隻（１回平均６．５隻） 

（参考）海上警備行動に基づく護衛活動：１回平均３．０隻 

<内訳> 
１． 日本関係船舶（我が国の運航事業者が運航する船舶） ５８隻           

     うち ①日本籍船                    １隻 
②我が国の船舶運航事業者が運航する外国籍船   ５７隻 

    ２． その他外国籍船（外国の運航事業者が運航する船舶） ９２隻 

                
          ※「２．その他外国籍船」の中には、日本の企業が船主、船舶管理会社など、日本に関連の

ある船舶１１隻が含まれている。 

               
（３） 船舶の種類 
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（４） 船舶運航会社の国籍別内訳 
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 ※「中国」籍には「香港」籍を含む。 



（６） 乗組員の国籍別内訳 
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※  １０名以下の国籍別乗組員数は、以下のとおりであるが、グラフ上省略。 

パキスタン５人、ブルガリア４人、グルジア３人、リトアニア２人、シンガポール２人、ベラルーシ２

人、マレーシア１人、アゼルバイジャン１人、スリランカ１人、エジプト１人、チリ１人、フィンラン

ド１人 

 

 


